
 

 

女性が輝く先進企業表彰実施要領 

 

平成 26 年９月 12 日 

男女共同参画局長決定 

一部改正  平成 26 年９月 29 日 

一部改正  平成 27 年７月 27 日 

一部改正  平成 28 年８月４日 

一部改正  平成 29 年８月２日 

 

女性が輝く先進企業表彰実施要綱（平成26年９月２日内閣総理大臣決定。以下「要綱」

という。）第８項第１号に基づき、女性が輝く先進企業表彰の実施に関し必要な事項を

下記のとおり定める。 

 

記 

 

１ 推薦の範囲及び推薦区分 

推薦の範囲は、要綱第２項に該当する企業とする。 

推薦区分として、「Ａ区分」と「Ｂ区分」を設ける。 

「Ａ区分」は、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業、「Ｂ区分」は、常時雇

用する労働者の数が300人以下の企業とする。 

 

２ 推薦の手続 

（１）関係府省、各都道府県・政令指定都市並びに日本経済団体連合会、経済同友会

及び日本商工会議所（以下「経済３団体」という。）等は、内閣府男女共同参画

局長からの推薦依頼に基づき、候補企業の推薦を行うものとする。 

（２）推薦に際しては、別添の推薦調書により、推薦される企業の概要、表彰の理由

となる功績等を具体的に明記するものとする。 

（３）推薦に当たっては、「女性活躍推進法」に基づき取組を実施するとともに、厚

生労働省ホームページ「女性の活躍推進企業データベース」において女性の活躍

状況等の全項目（「Ｂ区分」については、女性が輝く先進企業表彰選考基準参照）

を開示していること、かつ、役員に一人は女性を登用していることを要件とする。 

（４）関係府省、各都道府県・政令指定都市が実施している関連表彰制度の受賞企業

を推薦することが望ましい。 

  （５）推薦調書の提出の際には、各被推薦企業の一般事業主行動計画書を添付するこ

と（「Ｂ区分」については任意とする）。 

 

３ 女性が輝く先進企業表彰選考委員会 

内閣府男女共同参画局長は、女性が輝く先進企業表彰選考委員会（以下「選考委員

会」という。）を開催する。 

別添２ 

http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%9B%A3%E4%BD%93%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%89%80


（１）選考委員会の任務 

選考委員会は、関係府省、各都道府県、政令指定都市及び経済３団体等から推

薦された候補者の中から、提出された資料等に基づき、別紙の選考基準等を踏ま

え、被表彰企業の案を作成する。 

（２）選考委員の構成 

選考委員会の委員は、内閣府男女共同参画局長が依頼する者とし、委員長は委

員の互選による。 

（３）選考委員会の庶務 

選考委員会の庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において処理する。 

 

４ 表彰の種類及び対象 

（１）内閣総理大臣表彰 

極めて顕著な功績があったと認められる企業 

（２）内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰 

特に顕著な功績があったと認められる企業 

 

５ 表彰数 

内閣総理大臣による表彰は２件程度、内閣府特命担当大臣（男女共同参画）による 

 表彰は５件程度とする。 

 

６ その他 

  表彰の実施に関し、その他必要な事項は内閣府男女共同参画局総務課長が定める。 
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